
○ 柏 市 立 学 校 施 設 目 的 外 使 用 規 則  

平 成 4 年 2 月 26 日  

(教 )規 則 第 1 号  

(趣 旨 ) 

第 1 条  こ の 規 則 は ， 学 校 教 育 法 (昭 和 22 年 法 律 第 26 号 )第 137 条 の 規 定

に よ り ， 柏 市 立 の 小 学 校 ， 中 学 校 及 び 高 等 学 校 (以 下 「 学 校 」 と い う 。 )の

施 設 を 社 会 教 育 そ の 他 公 共 の た め に 利 用 さ せ る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定

め る も の と す る 。  

(平 19 教 委 規 則 16・ 平 25 教 委 規 則 5・ 一 部 改 正 ) 

(使 用 施 設 の 範 囲 ) 

第 2 条  使 用 で き る 施 設 の 範 囲 は ， 学 校 の 体 育 館 ， 校 庭 及 び そ の 付 属 施 設

(以 下 「 体 育 館 等 」 と い う 。 )と す る 。 た だ し ， 教 育 委 員 会 (以 下 「 委 員 会 」

と い う 。 )が 必 要 と 認 め る と き は ， こ の 限 り で な い 。  

(使 用 の 許 可 等 ) 

第 3 条  体 育 館 等 を 使 用 し よ う と す る 者 は ， 使 用 日 の 7 日 前 ま で に ， 学 校

の 校 長 を 経 由 し て 委 員 会 に 対 し 申 請 書 を 提 出 し ， そ の 許 可 を 受 け な け れ ば

な ら な い 。 た だ し ， 委 員 会 が 認 め る と き は ， 学 校 の 校 長 を 経 由 し な い で 提

出 す る こ と が で き る 。  

2  委 員 会 は ， 学 校 教 育 上 支 障 が な い と 認 め る 場 合 に 限 り ， 体 育 館 等 の 使

用 を 許 可 す る も の と す る 。  

(令 5 教 委 規 則 9・ 一 部 改 正 ) 

(使 用 者 の 義 務 ) 

第 4 条  使 用 の 許 可 を 受 け た 者 (以 下 「 使 用 者 」 と い う 。 )は ， 次 に 掲 げ る

事 項 を 守 ら な け れ ば な ら な い 。  

(1) 許 可 を 受 け た 目 的 以 外 に 使 用 し な い こ と 。  

(2) 特 別 な 設 備 ， 施 設 の 改 造 等 を し な い こ と 。  

(3) そ の 他 委 員 会 が 必 要 と 認 め る 事 項  

(使 用 許 可 の 取 消 し ) 

第 5 条  委 員 会 は ， 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は ， 許 可 を 取 り 消 し ， 又

は 使 用 の 中 止 を 命 じ る こ と が で き る 。  

(1) 学 校 教 育 上 支 障 が あ る と き 。  

(2) 公 用 ， 公 共 用 等 に 使 用 す る 必 要 が 生 じ た と き 。  

(3) 使 用 者 が こ の 規 則 の 規 定 ， 委 員 会 が 付 し た 条 件 等 に 違 反 し た と き 。  



(4) そ の 他 委 員 会 が 必 要 と 認 め る と き 。  

(原 状 回 復 ) 

第 6 条  使 用 者 は ， 使 用 を 終 了 し ， 又 は 許 可 を 取 り 消 さ れ ， 若 し く は 使 用

の 中 止 を 命 じ ら れ た と き は ， 直 ち に 使 用 し た 体 育 館 等 を 原 状 に 回 復 し な け

れ ば な ら な い 。  

(使 用 管 理 簿 の 整 備 ) 

第 7 条  学 校 及 び 委 員 会 は ， 許 可 申 請 に 関 す る 必 要 事 項 を 記 録 す る 管 理 簿

を 整 備 し ， そ の 都 度 ， 記 録 す る も の と す る 。  

(令 5 教 委 規 則 9・ 一 部 改 ) 

(委 任 ) 

第 8 条  こ の 規 定 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は ， 教 育 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 規 則 は ， 平 成 4 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (平 成 19 年 教 育 委 員 会 規 則 第 16 号 ) 

こ の 規 則 は ， 公 布 の 日 又 は 学 校 教 育 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 (平 成 19 年

法 律 第 96 号 )の 施 行 の 日 の い ず れ か 遅 い 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (平 成 25 年 教 育 委 員 会 規 則 第 5 号 ) 

こ の 規 則 は ， 平 成 25 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 (令 和 5 年 教 委 規 則 9・ 一 部 改 ) 

こ の 規 則 は ， 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


